
サービス管理責任者等研修受講フローチャート

R5.9.21北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課作成
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H31.4.1以前に②の研修修了（R5年度末までの経過措置適用）

H31.4.1以降に②の研修修了
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※ 次の全ての要件を満たした場合は６月以上からサービス管理責任者等実践研修の受講が可能です。
ア サービス管理責任者等基礎研修受講時に、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件（相談支援業務又は直接支援業務３～８年）を満たしている。
イ 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事している。
ウ イの業務に従事することについて、指定権者に届出。（原則、ＯＪＴ開始前に届出）
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